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小金井市社会福祉法人指導監査実施方針 新旧対照表 

（下線部分は変更部分） 

令和５年度 令和４年度 

 

令和５年度 小金井市社会福祉法人指導監査実施方針 

 

１ 基本方針（略） 

２ 一般監査の重点項目（略） 

３ 実施計画 

（１）対象法人（略） 

（２）実施形態（略） 

  ア（略） 

  イ 特別監査 

   （ア）（略） 

   （イ）（略） 

   （ウ）原則として副参事以上の職にある者を班長とする職員３

名以上の検査員により検査班を編成する。ただし、法人の

状況により適宜体制を再編し、専門員を加えて実施する。 

   （エ）（略） 

（３）全体計画の作成時期（略） 

（４）選定方針 

ア 選定時点 

原則として、令和５年４月１日時点で現存する法人とする。 

ただし、年度途中に設立又は所轄庁変更により移管された法

人については、必要と認められる場合、指導監査の対象とする。 

イ 選定方法（略） 

４ 関係団体等との連携（略） 

 

令和４年度 小金井市社会福祉法人指導監査実施方針 

 

１ 基本方針（略） 

２ 一般監査の重点項目（略） 

３ 実施計画 

（１）対象法人（略） 

（２）実施形態（略） 

  ア（略） 

  イ 特別監査 

   （ア）（略） 

   （イ）（略） 

   （ウ）１検査班当たりの体制は、各実地検査の体制に準じる。

ただし、法人の状況により適宜体制を再編し、専門員を加

えて実施する。 

   （エ）（略） 

（３）全体計画の作成時期（略） 

（４）選定方針 

ア 選定時点 

原則として、令和４年４月１日時点で現存する法人とする。 

ただし、年度途中に設立又は所轄庁変更により移管された法

人については、必要と認められる場合、指導監査の対象とする。 

イ 選定方法（略） 

４ 関係団体等との連携（略） 
 


